
（※該当する全てにチェック）記者発表資料 発表の趣旨

各種資料や情報の提供■
□イベント・会議等の案内

□当日の取材依頼
□開催日時等の周知依頼

) □参加者募集の事前告知依頼平成２６年８月２９日（金
□その他（ ）

水俣病被害者救済特別措置法に基づく救済措置に係る発 表 事 項
申請者数内訳（ 終値）及び判定結果

○ 申請者数内訳（受付期間： 22.5.1～ 24.7.31）内 容 H H
（単位：人）

申請者数 19,971

1 一時金等の給付申請者 17,973

(1) 認定申請者 2,496

(2) 保健手帳所持者 2,847

(3) 新規申請者 12,570

(4) 故人の遺族 60

1,9982 保健手帳から水俣病被害者手帳への切替申請者

○ 判定結果
(単位 人):

一時金等の給付申請者 17,973

1 一時金等対象該当 11,127

2 療養費対象該当 2,418

3 1及び2の何れの対象にもならなかった方 4,428

保健手帳から水俣病被害者手帳への切替 1,998

□なし あり □後日掲載（ 月 日掲載予定）ホームページ掲載 ■
【ホーム＞くらし・環境＞環境保全・自然保護＞※必ず記入

水俣病対策＞水俣病対策の申請状況】

下記担当課にお問い合わせください。取 材 案 内

環境林務部環境林務課問い合わせ先 担当課
（ 担 当 課 ）

環境林務課長 谷口 浩一 （直通099-286-3321）取材対応者
(内線3321）

主幹兼環境保健係長 小田原（直通099-286-2584）問い合わせ窓口
(内線2589）※必要に応じて記入


